
会社の不当な車掌職剥奪・

駅への配転を許さない！

名古屋運輸区分会・鈴木一幸さん

名古屋地裁・労働審判に申立！

１０月２１日、名古屋運輸区分会・鈴木一幸さんは、些細なミスを口実にし

た会社の車掌職剥奪と駅への不当な配転は無効であるとして名古屋裁判・労働

審判へ申立を行いました。

申立終了後、桜華会館において申立報告集会を開催し、鈴木さんに対する会

社の姿勢を労働審判の場で明らかにし、勝利に向けて闘うことを確認しました。

「この申立の闘いを通じてあたり前の

ことが言える会社をめざす」

と力強い決意を述べる鈴木一幸さん

労働審判勝利に向けて闘うぞ！
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